
議案第４３号 

 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款の変更について  

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款（平成２７年７月２８日 

制定）を次のとおり変更することについて、地方独立行政法人法（平成１５年 

法律第１１８号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和２年２月１９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

  公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款の一部を改正する定款 

 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款の一部を次のように改正 

する。 

 第１４条第１項中「６年」を「４年」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、再任された場合の任期は、２年とする。 

第１４条第３項中「６年」を「２年」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この定款は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この定款の施行の際現に理事である者の任期については、改正後の公立大 

 学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第１４条第３項の規定にかかわ 

 らず、なお従前の例による。 

 

 

 



議案第４３号参考資料 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款新旧対照表 

変 更 後 変 更 前 

（役員の任期） 

第１４条 理事長の任期は４年とし、再任することができ 

る。ただし、再任された場合の任期は、２年とする。 

２  (略) 

３ 理事の任期は２年とし、再任することができる。 

４～６  （略） 

（役員の任期） 

第１４条 理事長の任期は６年とし、再任することができ 

る。 

２  (略) 

３ 理事の任期は６年とし、再任することができる。 

４～６  （略） 

 


